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【告示】

番 号 表 題 担当課名

４８５ 有害がん具類を指定する件 次世代育成・

青少年課



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
有
害
が
ん
具
類
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
二
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

種

別

名

称

等

構

造

指

定

の

理

由

が
ん
具

ク
ロ
ス
ボ
ウ
（
銃
砲

銃
型
の
弓
で
、
銃
同
様
に
引
き
金
を
引
く

構
造
又
は
機
能
が
人
体
に

型
近
代
洋
弓
）

こ
と
で
、
矢
を
発
射
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ

危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

て
い
る
も
の
で
、
発
射
さ
れ
た
矢
の
有
す

あ
り
、
青
少
年
に
所
持
さ

る
単
位
面
積
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、

せ
る
こ
と
が
そ
の
健
全
な

装
塡
時
の
矢
の
先
端
か
ら
五
〇
セ
ン
チ
メ

育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ

ー
ト
ル
の
距
離
で
〇
・
〇
七
重
量
キ
ロ
グ

が
あ
る
た
め

ラ
ム
メ
ー
ト
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の


